
令和７年度かごしま中小企業ＤＸ推進事業業務委託企画提案募集要領 

 

１ 事業の目的 

物価高騰等による事業環境変化への対応に加え，企業の成長を促進するためには，デジ

タル技術の導入による生産性向上や省力化等により，ＤＸを推進することが重要である。 

ＤＸの推進については，多くの企業が未着手や散発的な実施に留まっていることから，

企業がＤＸを入門から体系的に取り組める支援体制の構築や各フェーズに応じた支援が

必要であるとともに，社内のＤＸを牽引する人材の確保・育成が求められている。 

本事業では，県内中小企業が，競争上の優位性を確立し持続的に成長するために要する，

デジタル技術の導入や社内デジタル人材の育成等に係る経費の一部を補助する。 

 

２ 委託業務の概要 

 ⑴ 業務名 

   令和７年度かごしま中小企業ＤＸ推進事業業務委託 

 ⑵ 履行期限 

   令和８年３月 31 日（火） 

 ⑶ 業務概要 

   別添仕様書案参照 

 ⑷ 事業費 

   8,288 千円以内（消費税を含む） 

   ※履行に要する全ての経費を含む。 

 

３ 企画提案への参加に係る資格要件 

 ⑴ 県内に事業所を有する法人であること。 

  ⑵ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ  

ること。 

  ⑶ 県から指名停止措置を受けている者ではないこと。 

  ⑷ 経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第１項に基づき更生  

手続き開始の申立てをしたとき，民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第１項  

に基づき再生手続開始の申立てをしたとき，手形又は小切手が不渡りになったとき等。  

ただし，県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。）にない者であること。 

  ⑸ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与している法人ではないこと。ま  

た，次のいずれかに該当する法人でないこと。 

   ア 暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成 26 年鹿児島県条例第 22 号）第２条第

３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

    イ 自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等を

利用している者 

  ウ 暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，   

物品，その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は     

積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者 

    エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

    オ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを



利用している者 

   カ アからオまでに掲げる者の依頼を受けて，応募しようとする者 

 ⑹ 都道府県税，消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 ⑺ 政治団体，宗教上の組織若しくは団体，その他知事が適当で無いと判断するもの 

を除く。 

 

４ 委託契約に係る今後のスケジュール 

⑴ 企画提案募集開始     令和７年４月１日(火) 

⑵ 企画提案の質問受付期限      ４月 23 日(水) 

⑶ 質問回答掲載           ４月 25 日(金) 

⑷ 参加申込書提出期限        ４月 30 日(水)17:00(必着) 

⑸ 企画提案書等提出期限       ５月９日(金)17:00(必着) 

⑹ 受託事業者決定（予定）      ５月下旬～６月上旬 

 

５ 応募方法 

 ⑴ 提出書類 

  ア 参加申込書 

        企画提案への参加希望者は，参加申込書提出期限（４月 30 日(水)17:00）までに別

添「参加申込書」(様式１)を E-mail で提出すること。送信後に必ず電話確認を行う

こと。 

  イ 企画提案書(様式２) 

  ウ 企画提案書 

       以下の内容を掲載した企画提案書(任意様式)を添付して提出すること。 

①業務の遂行体制 

Ⅰ 企画提案者の企業概要 

Ⅱ 業務遂行責任者の経歴・概要 

Ⅲ 連携策の概要，連携方法（本業務の遂行にあたり外部機関との連携がある場合） 

② 業務の全体スケジュール 

・ 補助金の申請受付期間については，７月と８月の２回を想定していることから， 

審査体制の確保に留意すること。 

・ 補助金の実績報告書の提出が集中する１月～３月の期間については，審査体制（実

地検査を含む）の確保に留意するこ h と。 

③具体的な業務提案内容 

・ 高い技量を持つ業務従事者を確保するための方策又は業務従事者の技量を確保す 

 るための研修体制 

・ 公正に補助金交付先を選定できる審査体制及び審査方法 

・ セミナーにおいて補助金交付先事業者向けに補助事業の進め方等を説明する際の 

効果的な実施手法 

・ 補助金交付先事業者からの相談に対し適切に助言可能な体制の構築 

・ 申請者等からの問合せへの円滑な対応方法 

・ 申請者及び補助金交付先事業者に分かりやすいマニュアル・フロー図の作成等，

申請や審査を円滑に進めるための工夫 

・ 補助金交付先事業者から実績報告等の提出があった際の審査・指導体制 

・ 本事業を幅広く周知するための宣伝方法 



・ 情報漏洩等を防止するための情報セキュリティ対策 

・ 事業効果を高めるための工夫 

④ 委託事業等への過去の事業実績・概要 

エ 会社等概要書 

   ・提案者の概要がわかるもの（企業案内，パンフレット等） 

   ・登記簿の写し又は定款の写し 

オ 費用見積書 

   別添仕様書案の業務内容に係る見積について内訳を明記すること。 

カ 県が行う契約からの暴力団排除措置に関する誓約書，役員名簿（様式４） 

  キ 決算書（直近３期分） 

  ク 納税証明書（県税について未納がないことの証明） 

⑵ 提出の条件 

ア 企画提案は，１社につき１案に限る。 

イ 提出された企画提案書は返却しないこととし，提出後の修正は認めない。 

ウ 採用された企画提案書の使用権は県に帰属する。 

エ 受託者決定後は，県と十分に協議しながら事業内容を決定することとし，企画の一

部を修正又は変更する場合がある。 

オ 企画提案書作成に関する経費は，企画提案者の負担とする。 

⑶ 提出形式 

Ａ４横・片面使用（図表その他の関係で難しい場合はこの限りではない。） 

⑷ 提出部数及び提出期限 

提出書類 部数 提出期限 

ア 参加申込書（様式１） １部 ４月 30 日(水)17:00(必着) 

イ 企画提案書(様式２) １部  

 

 

 

５月９日(金)17:00(必着) 

ウ 企画提案書（任意様式） ６部 

エ 会社等概要書 ６部 

オ 費用見積書 ６部 

カ 県が行う契約からの暴力団排除措置に

関する誓約書，役員名簿（様式３） 

  ※鹿児島県の入札参加資格者等名簿に

記載されている場合は提出不要 

６部 

キ 決算書（直近３期分） ６部 

 

⑸ 提出方法 

持参又は郵送とする 

⑹ 提出場所・問合せ先 

   鹿児島県 商工労働水産部新産業創出室新産業創出係 担当 西，今村 

   郵便番号 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号 

   電話番号 099-286-2897 

電子メールアドレス shin-sousyutsu@pref.kagoshima.lg.jp 

 

６ 選考方法及び選考結果 

 ⑴ 選考方法 

mailto:shin-sousyutsu@pref.kagoshima.lg.jp


選考委員会を開催し，書類審査の結果，最も内容が優れているとされた企画提案書を

提出した者を契約の相手方の候補者として決定する。なお，審査に際し，内容等で確認

を要する事項がある場合には，企画内容について問合せを行う。 

 ⑵ 主な審査項目 

  ア 趣旨の理解度 

  イ 事業効果の高さ 

  ウ 提案内容の実現性 

  エ 業務遂行能力 

  オ 適切な経費計上 

 ⑶ 選考結果 

選考結果は企画提案者全員に対して文書により通知する。 

 

７ 応募に係る質問について 

質問がある場合は，企画提案の質問受付期限（４月 23 日(水)）までに別添「質問書」(様

式４)を E-mail で提出すること(電話による質問は受け付けない)。送信前又は送信後に

必ず電話確認を行うこと。 

質問に対する回答は，質問回答掲載（４月 25 日(金)）までに質問者に対して E-mail で

回答する。また，質問者の特殊な技術，ノウハウ等に関する情報であって，質問者の権利，

競争上の地位，その他正当な利益を害するおそれのあるものと県が認めたものを除き，県

ホームページでも公表する。 

 

８ 契約について 

選考で最優秀提案者に決定した事業者は，提案した事業内容に基づき県と委託契約を締

結するものとする。 

 ⑴ 事業内容 

原則として提案された事業内容とするが，必要に応じて県との協議により提案された

企画内容の修正・変更を行い，委託契約を締結するものとする。 

⑵ 委託金額 

事業を実施するために必要な経費とし，事業内容を修正した場合においても，事業費

（8,288 千円以内（消費税を含む））に定める額を上限とする。 

⑶ 業務の再委託 

委託契約に係る業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 

 

 


